
  

                                 
 
 
 

県知事指定特産民工芸品ロゴマークが完成 

～伝統工芸品の認知度を向上させ、伝統産業のさらなる振興を目指します～ 
 

○ 福岡県では、県内で製造される郷土色豊かで、一定の伝統性を有する民芸品や工芸品を、

県知事指定特産民工芸品として指定し、光をあてることで、伝統産業の振興に取り組んでい

ます。 

○ このたび、福岡県知事指定特産民工芸品の認知度を向上させ、ステータスを高めていくた

め、ロゴマークを作成しました。 

○ 福岡県内の特産民工芸品製造事業者等にロゴマークを活用いただくとともに、県としても

ロゴマークのＰＲに努め、福岡県知事指定特産民工芸品の認知度を向上させていきます。 

 

１ ロゴマークのコンセプト 

・「福」の旧字「福」をモチーフにし、右下の「田」の部分は県花「梅の花」を描くことによ

り、福岡県のシンボルマークであることを明確にしています。 

 ・水平と垂直に線を引き、長さや太さを揃えることで、職人の技術の高さ、妥協を許さない

厳しい姿勢、特産民工芸品の造形のクオリティの高さを表現しています。 

 ・「はね」や「とめ」など漢字特有の形状から伝統感を、線の肉太感から力強さや重厚感を表

現しています。 
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